指定障害福祉サービス事業に係る指定申請手続について

１　対象サービス
　　居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、特定相談支援、一般相談支援、障害児相談支援

２　事前相談に関する注意点
八王子市では、サービスの質の向上を目的として、適正な障害福祉サービス事業の運営が可能かどうかについて、次の点を厳格に審査します。
（１）　代表者及び事業所の管理者等が、関係法令等を含めた必要な知識を有している。
（２）　社会規範も含めた遵守すべき事項を理解している。
（３）　公費による事業運営であることを踏まえたうえで、「一億総活躍社会」に資する適切な支援を行うことができる。
（４）　八王子市が抱えている障害福祉行政の課題に正面から向かい、独自に地域ニーズを調査した結果を根拠とした「真に地域から必要とされる事業運営」を提案できる。
（５）　上記（１）から（４）について、代表者及び管理者等との直接のやり取りのみで行います。（代理人と称する方からの個別案件に関するお問い合わせ等は（１）、（２）に抵触することから、お断りしています。）
すべてを満たさない場合、指定申請をお断りしておりますのでご留意ください。

３　事前相談から申請までの流れ
　　概ね、次のとおり進みます。
	手　　順
	内　　容
	実施主体
	時期（目安）

	書類提出
	事前相談申込フォームから必要書類を提出
	事業者
	指定希望日の6ヶ月前

	対面相談
	管理者予定者との対面相談
	市及び事業者
	書類確認後随時

	物件選定
	開設予定物件の選定
	事業者
	対面相談後随時

	申請書提出
	申請書を市に提出
	事業者
	指定希望日の3ヶ月前

	現地確認
	開設予定物件の現地調査
	市
	指定希望日の1～2ヶ月前

	指定
	上記をもとに審査及び指定
	市
	－




（１）　書面提出
　　　事前相談申込フォームより、必要書類を送信してください。
【提出書類】
①　指定申請書（第１号様式）
②　付表（管理者等の個人名や住所は記載不要）
③　介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
④　従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（個人名は記載不要）
⑤　収支予算書
⑥　事業計画書
⑦　申請者（法人）の決算書（過去３年分。設立後間もない場合は、可能な範囲）
　　※事前相談の提出書類様式については下記URLに掲載しておりますので、ご活用ください。
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/jigyosha/012/002/sinkisiteisinsei/p022960.html

【提出フォーム】
　　https://logoform.jp/form/iapr/1287867

（２）対面相談
（１）において提出いただいた書類等に基づき審査を行い、対面相談に進みます。日程につきましては、市よりご連絡いたします。
※ご提出いただいた内容について、確認や補足説明をお願いしたい事項がある場合には、メール等によりご連絡させていただきます。
これらの確認が完了次第、対面相談へ進むこととなりますので、あらかじめご了承ください。

【対面相談における注意点】
①　対面相談は事業所の管理者として配置する方を対象に行います。管理者の責務は「従業者及び業務の管理を一元的に行うこと」及び「従業者に基準条例を順守させるために必要な指揮命令を行う」となっていることから、その責務を担えるかどうかについて確認を行います。
②　対面相談は１回あたり３０分程度を予定しています。
③　対面相談は複数回行う場合があります。
④　対面相談については１事業所当たり１月に１度を目安に行います。
⑤　八王子市は、東京都内において、あらゆるサービス種別の指定障害福祉サービス事業所数が充実していることから、事業者指定の審査に当たって、事業計画書及び収支予算書の内容を重視しています。
事業計画書の独創性や、利用者が社会で活躍するための実効性、公費が適正に事業所従事者の賃金に反映できるかといった収支性等を満たした事業計画書でない場合、指定を行わないことがあります。また、事業計画書の重要性等をご理解いただけない場合は、対面相談の打ち切り等の対応となりますことをあらかじめご留意ください。
（３）物件選定
（１）及び（２）において事業計画等を確認させていただいたのち、事業所の物件選定を行っていただきます。候補となる物件が定まりましたら、改めて市までご連絡ください。物件の図面等を確認させていただきます。
なお、選定された物件の内容によっては、事業計画の見直しが必要となる場合がございます。その際には、改めて事業計画の審査を行うこととなる場合がありますので、あらかじめご留意ください。
【提出書類】
①　事業所の平面図（設備基準が満たされていることが確認できるようにすること）
②　設備・備品一覧表
③　建物面積表
　　※１　②と③の書類は訪問系サービスと相談系サービスは不要です。
　　※２　作業訓練室の広さについては、最低でも定員１人当たり３㎡の有効面積が必要です（就労選択支援を除く）。壁芯ではなく内寸で計算するとともに、柱等については面積から除いてください。
　　※３　個人情報を保管するために鍵付きの書庫等が必要になります。

（４）申請書提出　
申請に必要な書類一式を障害者福祉課の窓口までお持ちください。
お持ちいただく際は、事前にメールによるご連絡をお願いいたします。

（５）現地確認
　　　ご提出いただいた申請書を確認後、現地調査を行います。
　　　現地調査までに、次のとおり準備をお願いします。
　　　・間取りや設備等が申請時に提出いただいた図面どおりの状態である
・建築基準法やバリアフリー条例等の各種法令に適合している






（６）指定
申請書及び（５）の結果をもとに審査し、指定を行います。[bookmark: _Hlk227858720][bookmark: _Hlk227858721][bookmark: _Hlk227858985][bookmark: _Hlk227858986]上記（１）～（６）まで、概ね６か月程度の期間を見込んでおります。
しかしながら、事業計画の審査及び修正に時間を要するケースが散見されます。その場合、上記以上の期間が必要となる場合があります。
ご希望の指定希望日に沿えない可能性を十分考慮していただいた上で、事前相談をお申し込みくださいますようお願いします。
なお、上記のとおり、「指定希望日に間に合わせるためには何か月前に事前相談を申し込めばよいか」といったご質問にはお答えできかねますので、予めご了承ください。


４　法人及び既存事業所の確認について
新規指定申請手続において、次のような事例が散見されております。
・申請者である法人におけるコンプライアンス違反の可能性
・既存事業所における指定基準違反
・加算等報酬について、算定要件を満たさないまま算定されている事例
このため、新規指定申請手続の一環として、申請法人及び既存事業所の運営状況を確認させていただく場合がございます。
その際には、上記確認事項への対応や、違反状態の改善、再発防止策の実施を優先して行うこととなるため、指定日が当初予定より遅れる場合がございます。
また、状況によっては、適正な事業運営が継続して行えると認められた段階で、改めて事前相談からお申し込みいただく場合がございますので、あらかじめご留意ください。
なお、八王子市においては、指定障害福祉サービスの指定に当たり、利用者に対する支援が安定的かつ継続的に提供される体制が確保されているかという点についても重視しております。
そのため、上記確認事項に加え、法人の財務状況についても、会計資料等により確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
